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各種保険料（税）の納付について～もしものための安心料～

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
、

前
年
の
所
得
を
も
と
に
、
医
療
費

の
１
割
ま
た
は
３
割
の
窓
口
負
担

を
し
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
の
方
で
、
住
民
税
課
税

所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
あ
る
世

帯
の
方
は
、
３
割
の
窓
口
負
担
に

な
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
窓
口
負
担
が
３
割
と
判

定
さ
れ
た
方
で
も
、
世
帯
の
収
入

な
ど
に
よ
り
、
申
請
に
よ
り
翌
月

か
ら
１
割
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
新
し
い
「
保
険

証
」
郵
送
時
に
同
封
の
「
一
部
負

担
金
の
割
合
（
窓
口
負
担
）
に
つ

い
て
」
を
確
認
い
た
だ
き
、
該
当

す
る
方
は
、
国
保
年
金
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
が
短
い
「
短
期
保
険

証
」
と
な
り
、
国
保
年
金
課
窓
口

で
の
受
け
渡
し
に
な
り
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
（
認
定
証
）
の
交
付

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
認
定
証
を
医

療
機
関
で
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
窓
口
負
担
や
入
院
時
の
食
事

代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
を

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
国
保
年
金

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
平
成
28
年
度
も
引
き
続
き

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に

は
、
新
し
い
認
定
証
を
７
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。
更
新
の
申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

被
保
険
者
の
方
に
「
平
成
28
年

度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
の

お
知
ら
せ
」
を
７
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
年
間
保
険
料
額
な
ど
に

つ
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
の
納
付
方
法
や

納
期
限
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
11

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

国
保
年
金
課　


v
０
６
５
２

８
月
１
日
（月）
か
ら
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
が「
青
色
の

保
険
証
」に
変
わ
り
ま
す
。新
し
い
保
険
証
は
７
月
中
旬
に
簡
易
書
留

で
郵
送
し
ま
す
。

８
月
以
降
は
、新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。な
お
、有
効
期
限
は
、平
成
29
年
７
月
３１
日
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

〜
健
康
を
守
り
続
け
る
安
心
料
〜

窓
口
負
担

（
一
部
負
担
金
の
割
合
）

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
つ
い
て

保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
方

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

▶
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
見
本
）

平成28年度の後期高齢者医療保険料の算出方法と軽減措置
年間保険料額は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する

「均等割額」を合計して計算します。

保険料軽減措置

保険料の
算出方法

１．所得の低い世帯の方の軽減
①均等割額の軽減　世帯主及び被保険者の合計所得に応じて、下記のとおり軽減します。

所得割額
（所得金額－33万円）×所得割率9.54％

均等割額
被保険者一人当たり

46,984円

保険料額
（限度額57万円）
※100円未満切捨て

＋ ＝

②所得割額の軽減
本人の所得金額から３３万円を引いた額が５８万円以下の場合、所得割額は５割軽減となります。

２．職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、保険料の均等割額が９割
軽減され、所得割額が課せられません。

世帯全体の所得金額の合計が３３万を超え、３３万円＋（26.5万円×世帯の被保険者数）以下
世帯全体の所得金額の合計が３３万を超え、３３万円＋（48万円×世帯の被保険者数）以下

対 象 と な る 方
世帯全体の所得金額の合計が３３万円以下、被保険者全員の年金収入が８０万円以下（その他各種所得がない場合）
世帯全体の所得金額の合計が３３万円以下、９割軽減に該当しない

軽減割合
９割軽減（42,286円軽減）
８．５割軽減（39,937円軽減）

２割軽減（9,397円軽減）
５割軽減（23,492円軽減）


